
令和７年１２月１８日
柳 井 警 察 署

(0820-23-0110)

～ 被 害 に 遭 わ な い た め に ～
○ 著名人をかたるバナー等広告、ＳＮＳで知り合

った相手からの儲け話には注意しましょう！

○ 振込先が「個人名義」や「聞き覚えの無い団体

名」は詐欺を疑いましょう！

状 況

ＳＮＳ型投資詐欺被害が発生！

５，５００ 万 円 被害 !!

柳井警察署管内居住のＡさん（６０歳代、男性）は、令和
７年９月中旬ころ、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）に表示された投資に
関する広告を通じて投資会社のアシスタントを名乗るＢと知
り合い、ＢからＳＮＳグループに招待された。
その後、ＢやＳＮＳの参加メンバーから、

● ＡＩを使用した投資を勧められる
● 利益が出る優良株を紹介される

などし、話の内容を信じたＡさんが１０月２１日から１２月
２日までの間、指定された銀行口座に現金を振り込んだり、
駐車場において男に現金を手渡したりして、

合計５，５００万円をだまし取られたもの。
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